
FamiPay加盟店規約

第１条（目的）
本規約は、株式会社ファミマデジタルワン（以下「当
社」といいます。）が発行する電子マネー「FamiPay」
（以下「本マネー」といい、第２条第１号において定
義します。）について、本マネー加盟店（第２条第７
号において定義します。）と本マネーの取扱い、本
マネー加盟店の管理に関する事項および本マネー
に係る契約関係を定めることを目的とします。本マ
ネー加盟店になろうとする個人または法人は、本規
約に同意の上、本規約に基づき本マネー加盟店の
申込みを行うものとします。なお、本マネー加盟店
は、本規約に付随して当社が定める細則、ガイドラ
イン（以下「本規約等」と総称します。）を遵守するも
のとします。

第２条（用語の定義)
（１）FamiPay（本マネー）：

当社が、電磁的方法により本マネーシステム
（第３号において定義します。）に記録される金
額に応じた対価を利用者（第６号において定義
します。）から得て（当社が利用者に対し当該対
価を後払いにより請求する場合を含みます。）
発行する前払式支払手段（資金決済に関する
法律（以下「資金決済法」といいます。）第３条
第１項第１号）であって、利用者が、FamiPay利
用規約（以下「本マネー利用規約」といい、第５
号において定義します。）に基づき、１本マネー
＝１円として、ファミリーマートその他の本マ
ネー加盟店（第７号において定義します。）との
間の商品の購入、役務の提供その他の取引に
おける代金の支払に使用することができるもの

（２）本マネーサービス：
利用者と本マネー加盟店との間の商品の購入、
役務の提供その他の取引において、当社が提
供する本マネーを利用した決済手段であって、
利用者が、本マネー利用規約に従い対価の全
部または一部の支払いに本マネーを利用し、当
社が本規約等に基づき、本マネー加盟店に対し
て利用された本マネー相当額を支払うサービス

（３）本マネーシステム：
本マネーサービスを行うことができるよう構成さ
れた、当社が管理運営するシステム

（４）FMアプリ：
本マネーサービスを利用するために必要な利用
者携帯端末むけのアプリケーションソフトであっ
て、株式会社ファミリーマート（以下「FM」といい
ます。）と当社が共同して管理、提供するもの

（５）FamiPay利用規約（本マネー利用規約）：
利用者が本マネーを利用する際に適用される
規約。なお、本マネー利用規約に付随して当社
が定める各種特約や個人情報の取扱いに関す
る重要事項、その他取引に際し画面等に表示さ
れるご案内などを含むものと

（６）利用者：
FM-ID登録者であり、かつ本マネーのアカウン
ト保有者である者または、本マネーのアカウン
トを保有しようとする者

（７）本マネー加盟店：
当社または当社と提携している会社と本マネー
サービスの利用に係る加盟店契約を締結し、本

マネーサービスの利用により、利用者への商品
の販売、役務の提供その他の取引（店舗での取
引、インターネット上での取引の双方を含みま
す。）を行う者

（８）本マネー取扱店舗：
本マネー取引（第１０号において定義します。）を
行う本マネー加盟店の店舗もしくは施設また
は、インターネット上の本マネー加盟店が運営
するウェブサイト

（９）決済端末：
本マネー加盟店において設置された、本マネー
の読取りおよび引き去り、取引データの記録そ
の他本マネーを利用した取引を行うために必要
な機能を有する機器

（１０）本マネー取引：
利用者が、本マネー加盟店から購入する商品ま
たは役務の代金の全部または一部の弁済のた
めに、本マネー加盟店に対し、本マネー利用規
約に従って本マネーを使用する取引

（１１）本マネー取引金額：
１回の本マネー取引によって利用者が本マネー
加盟店に対して使用した本マネーを、１本マ
ネー＝１円として現金に換算した金額

（１２）加盟店手数料：
本マネー取引に関して当社と本マネー加盟店と
の間で代金が精算されることに係る手数料

第３条（加盟店契約の申込み）
１．加盟店契約の締結を希望する者（以下「新規加盟

店希望者」といいます。）は、本規約に同意の
上、当社に対し、以下の各号に掲げる情報を提
供して、加盟店契約の申込みを行うこととしま
す。

（１）商号、通称名、英文名
（２）本社所在地、電話番号、代表者の氏名・生年

月日・自宅住所・電話番号
（３）設立年月日
（４）資本金、年商、従業員数
（５）業種、販売商品（取扱商材）、販売方法（取引

の種類）、店舗数
（６）支払口座
（７）支払計算書送付先
（８）売上処理端末名
（９）本マネー取扱店舗情報（施設名・所在地、英文

名、電話番号、端末番号、URL等）
(１０)第５条、第８条、第１６条の２を遵守するため

の態勢を構築済であることを示す情報または資料
（１1）その他加盟店審査のため当社が請求する情

報および資料
２．前項の申込みを受け付けた場合には、当社

は、当社所定の基準により新規加盟店希望者
を審査し、承諾する場合には、その旨を当該
新規加盟店希望者に対して通知します。この
通知の発信をもって、本規約を内容とする当
該新規加盟店希望者と当社との間の加盟店
契約が成立するものとします（以下、当該成立
した契約を「本契約」といいます。）。

３．当社は、新規加盟店希望者を本マネー加盟店
として不適当と認めた場合、加盟店契約の申
込みを拒否することができるものとします。こ
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の場合、当社は、新規加盟店希望者に対し、
拒否の理由を開示しないものとし、これについ
て新規加盟店希望者は、あらかじめ承諾する
ものとします。

４．新規加盟店希望者および本マネー加盟店は、
本契約の締結にあたり、加盟店契約申込日時
点および本契約の有効期間中において、第１
項各号に掲げる情報ならびにその他新規加
盟店希望者が当社に提供した情報および資
料が真実かつ正確であることを表明し、保証
するとともに、これに違反した場合には、当社
に生じた損害を賠償するものとします。

５. 新規加盟店希望者および本マネー加盟店は、
前項で表明保証した内容が真実に反すること
またはそのおそれがあることが判明した場
合、当社に対して、直ちにその旨を申告するも
のとします。

第４条（加盟店管理）
１．当社は、利用者から本マネー加盟店に対する

苦情を受け付けた場合その他当社が必要と
判断した場合には、本マネー加盟店の法令お
よび本規約等の遵守状況その他本マネー加
盟店として適切か否かの調査を行うものとしま
す。

２．当社は、前項の調査の結果、本マネー加盟店
が販売または提供する商品等が適切でない
場合、本マネー加盟店が本契約の義務に違
反する場合その他本マネー加盟店が本マ
ネー加盟店として不適切であると判断した場
合、当該本マネー加盟店に対し、是正を求め
ることができるものとし、当該本マネー加盟店
は、速やかに必要な措置をとることとします。

第５条（本マネー加盟店の遵守事項等）
　１．本マネー加盟店は、本マネー利用規約および本

規約等に基づく本マネー加盟店として、本マ
ネー利用規約および本規約等に基づき、本マ
ネー取引を行います。

　２．本マネー加盟店は、本マネー取扱店舗を当社所
定の方法をもってあらかじめ当社に届け出て
その承認を得るものとし、追加、取消の手続に
ついても同様とします。

　３．本マネー、本マネーサービスまたは本マネーシス
テムに関する商標（FamiPayのロゴマークを含
むこれに限られません。）、特許その他の知的
財産権およびこれに準ずるノウハウ等が当社
または当社が提携する者に帰属することを確
認し、これらを本規約等に定める以外の目的
に使用してはならないものとし、また、これを第
三者に使用させてはならないものとします。

４．本マネー加盟店は、本マネー取引に関する情
報、決済端末およびこれに附帯する設備を本
規約等に定める以外の目的に使用してはなら
ないものとし、また、これを第三者に使用させ
てはならないものとします。

５．本マネー加盟店は、資金決済法、割賦販売法、
特定商取引に関する法律、消費者契約法等
の関係法令を遵守し善良なる管理者の注意を
もって誠実に業務を行うとともに、正当かつ適
法な商行為に則り本マネー取引を行います。

６．本マネー加盟店は、本マネー取引を行うに当た
り、資金決済法において加盟店が取り扱って
はならないと定められている公序良俗に反す
るまたは公序良俗に反するおそれのある商品
等を取り扱わないこととします。

７．本マネー加盟店は、本マネー加盟店が利用者
に対して販売または提供する商品等の内容に
著しい変更があった場合には、当社に対し、
遅滞なくその変更内容を報告するものとしま
す。

第６条（本マネー加盟店業務の委託）
　１．本マネー加盟店は、当社が別途書面により事前

に承諾した場合を除き、本規約等に基づいて
行う業務の一部または全部を第三者に委託し
てはなりません。

　２．本マネー加盟店は、前項に基づき本規約等に基
づいて行う業務の一部または全部を第三者に
委託する場合は、当該委託先をして本規約等
を遵守させるものとし、当該委託先による本規
約等の違反は本マネー加盟店の違反とみなし
ます。

第７条（加盟店の準備等）
１．当社は、本マネー取扱店舗に設置する決済端

末およびこれに附帯する設備（以下、本条に
おいて「決済端末等」といいます。）を指定し、
当該指定に係る決済端末等を本マネー加盟
店に対して貸与するとともに、本マネー取扱店
舗に設置します。ただし、決済端末等について
本マネー加盟店および当社が別途合意した場
合は、本マネー加盟店は、その費用と責任に
おいて当社が指定する決済端末等を本マ
ネー取扱店舗に設置することができるものとし
ます。なお、当社または本マネー加盟店が設
置した決済端末等に係る本マネー取扱店舗
内のネットワークの構築およびPOSレジとの接
続については、本マネー加盟店の費用と責任
において行うものとします。

２．本マネー加盟店は、インターネット上において
本マネー取引を行う場合には、自らの取扱店
舗（ウェブサイト）において決済手段として本マ
ネーを選択できるようにするとともに、本マ
ネーシステムに接続するなど、自らの費用と
責任において当社所定の方法により本マネー
取引が行える環境を整えるものとします。

３．本マネー加盟店は、決済端末等や前２項に基
づき整えた環境の維持管理に努めるものとし
ます。決済端末等の保守については、原則と
して本マネー加盟店の責任と費用において行
うものとし、決済端末等が故障、破損により使
用することができなくなった場合は、当社の故
意または重大な過失による場合を除き、本マ
ネー加盟店の責任と費用において修繕するも
のとします。なお、決済端末等の保守依頼先
は、本マネー加盟店が指定し、当社の承認を
得て定めることとします。

４．本マネー加盟店は、決済端末等について損壊
もしくは解体またはリバースエンジニアリング
等の解析行為を行ってはならないほか、決済
端末等や自社のウェブサイトにおける本マ
ネーシステムへの接続環境により他の電子マ
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ネーの利用を可能にする等の改変行為その
他、決済端末等や本マネーシステムへの接続
環境について、定められた使用方法以外の使
用を行ってはなりません。

５．本マネー加盟店は、当社から決済端末等を貸
与された場合、当社に対し、決済端末等に関
する所定の手数料を支払うこととします。

第８条（本マネー取引）
１．本マネー加盟店は、本マネー利用規約の記載

内容を承認し、利用者から本マネー取引を求
められた場合は、本マネー利用規約および本
規約等の定めに従い、本マネー取引を行うこ
ととします。

２．本マネー加盟店は、取扱店舗の店頭で本マ
ネー取引を行う場合、以下の各号に従うもの
とします。
（１）本マネー加盟店は、本マネー取引を行う
にあたっては、決済端末を接続する機器に取
引代金を入力し、利用者のFMアプリから決済
端末へ本マネーの情報の移転を行うととも
に、決済端末を通じて当該取引を行った本マ
ネーアカウントや取引金額その他当社が指
定する本マネー取引に関する情報（以下「取
引情報」といいます。）を当社の定める通信手
段、手順等により本マネーシステムに送信し
ます。このとき本マネー加盟店は、利用者に
対し、本マネー取引金額および取引後の本マ
ネーの残額を決済端末またはFMアプリ上の
表示等により明示することとします。
（２）店頭での本マネー取引においては、利用

者の本マネーアカウントから、商品の購
入その他の取引における代金（税金、
送料等を含み、以下「取引代金」といい
ます。）に相当する本マネーが、利用者
の携帯端末を介して、引き去られ、当社
が管理する本マネーシステムに、当該
本マネーの利用の記録が完了したと
き、対価の支払いがなされたものとし、
利用者の本マネー加盟店に対する代金
債務が消滅します。

３．本マネー加盟店は、取扱店舗のウェブサイトで
本マネー取引を行う場合、以下の各号に従う
ものとします。
　（１）本マネー加盟店の取扱店舗のウェブ

サイト上で、本マネーによる決済が選
択された場合には、本マネー加盟店
は、直ちに取引情報を当社の定める
通信手段、手順等により本マネーシ
ステムに送信します。

（２）ウェブサイトでの本マネー取引において
は、前号の情報が本マネーシステム
に到達した後、当社がアカウントの残
高を確認して取引を承認した場合に
は、利用者の本マネーアカウントから
取引代金に相当する本マネーが引き
去られ、本マネーシステムに当該本
マネーの利用の記録が完了します。
このとき、対価の支払いがなされたも
のとし、利用者の本マネー加盟店に

対する代金債務が消滅します。
（３）本マネー加盟店は、前号の引き去りが

完了した旨の通知を受領した場合に
は、これを本マネー加盟店のウェブ
サイトで決済完了として表示するもの
とします。

４．本マネー加盟店が本マネー取引として決済に
使用することができる本マネーは、取引代金
のみとし、過去の取引代金の精算等その他の
用途に本マネーを利用すること、通常１回の
本マネー取引で処理されるべきものを複数回
に分割して取引することはできません。

５．本マネー加盟店は、利用者のFMアプリ上に表
示される本マネーの残高が取引代金に満たな
いときは、利用者がFamiPay利用規約に基づ
き、当該利用者のFMアプリ上に表示される本
マネーの残高に不足額分が自動的に加算さ
れ、当社が利用者に対し当該不足額分の対
価を後払いにより請求するサービス（以下「後
払いチャージ」といいます。）を利用する場合を
除き、本マネー加盟店の裁量で現金その他の
支払方法により不足分の決済を行うこととしま
す。

６．本マネー加盟店は、本マネー利用規約に定め
があるときまたは当社から指示があったときを
除き、本マネーを換金・払戻ししてはならない
ものとします。

７．本マネー加盟店は、本マネー取引を行った場
合、利用者に対し、直ちに商品、権利および
役務等（以下「商品等」といいます。）の引渡し
または提供を行うこととします。ただし、直ちに
商品等の引渡しまたは提供を行うことができ
ない場合は、利用者に書面その他の方法を
もって引渡し時期等を明示しなければなりま
せん。

第９条（本マネー取引の円滑な実施）
１．本マネー加盟店は、第１０条および第１１条に定

める場合を除き、本マネー取引を求めた利用
者に対して正当な理由なく本マネー取引を拒
絶したり、現金その他の支払手段等の利用を
要求したり、また、同一の商品等について本マ
ネー取引によらない場合と異なる取引代金を
請求する等、本マネー取引によらない一般の
顧客より不利な取扱いを行ってはならないも
のとします。

２．本マネー加盟店は、本マネー取引により販売し
た商品等に関する一切の責任を負担するもの
とし、利用者から苦情、相談を受けた場合、本
マネー加盟店と利用者との間において紛議が
生じた場合には、誠実な対応をもって適切か
つ迅速にその解決にあたることとします。

　３．本マネー加盟店は、当社から依頼があった場
合、利用者との本マネー取引の状況等の調査
に誠実に協力することとします。

　
第１０条（本マネーの取扱禁止等）

１．本マネー加盟店は、利用者から本マネー取引
を求められたときであっても、以下の各号のい
ずれかに該当する場合は本マネー取引を行っ
てはならないものとします。
（１）有価証券および金券ならびに別途当社
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が定める商品等に係る取引である場
合

（２）呈示されたFMアプリまたは本マネーの
バーコードについて決済端末または本
マネーシステムに無効または使用不可
である旨の表示がなされた場合

（３）偽造、変造と判断できるFMアプリまたは
本マネーのバーコードを呈示された
とき、または不正使用と判断できる場
合

（４）利用者の携帯端末または本マネーが違
法に取得されたものであると判断でき
る場合

（５）本マネーシステムやネットワークの障害
時、またはシステムの保守管理に必
要な時間、システム管理会社の休業
日もしくは休業時間その他システム上
の理由により一時的に本マネーの利
用を停止している場合

（６）本マネーシステム、利用者携帯端末、決
済端末その他付随する機器等または
通信回線のシステム障害、破損また
は電磁的影響、停電、天災事変その
他やむを得ない事由により当社が本
マネー取引を行うことができない場合

（７）利用者が第２６条１項各号に該当する場
合

２．前項第３号および第４号の場合、本マネー加
盟店は、直ちに当社に通知することとし、当
社の指示に従うこととします。

第１１条（本マネーの利用不能）
１．本マネーの破損、決済端末等の本マネー取引

に必要な機器の故障、停電その他のやむを
得ない事由により本マネー取引ができない場
合、本マネー加盟店は、本マネー加盟店の裁
量により現金その他の方法により利用者と取
引代金の決済を行うこととします。なお、本マ
ネー取引に必要なシステムやネットワークの
障害時には、本マネー加盟店および当社は速
やかな復旧に向けて協力し合うこととします。

２．前項の場合、いかなる理由であっても当社は、
本マネー加盟店に対して損害賠償その他一
切の責任を負いません。ただし、当社の責め
に帰すべき事由による取引の不能により損害
が生じた場合は、この限りではありません。

第１２条（電子的情報の送受信および本マネー取引
の売上金額の確定）

１．本マネー加盟店は、店舗での本マネー取引に
よって利用者のFMアプリにおける本マネーア
カウントより決済端末に移転された本マネー
およびこれに付随する情報およびウェブサイト
上での本マネー取引によって利用者の本マ
ネーアカウントから引き去られた本マネーおよ
びこれに付随する情報（以下「本マネー取引
データ」といいます。）を当社の定める通信手
段、手順等により本マネーシステムに移転ま
たは送信するものとし、また本マネーシステム
よりネガデータ等を受信することとします。

２．本マネー加盟店と当社間において、本マネー取
引金額は、前項の規定に基づき本マネー加盟

店が当社の定める通信手段、手順等により本
マネー取引データが決済端末から本マネーシ
ステムへ移転または送信された時点で確定す
るものとします。なお、第８条第２項第１号によ
り送信された本マネー取引データに誤りが
あった場合であっても、当社は責任を負いま
せん。

第１３条（手数料および精算金の支払）
１．当社は、本マネー取引データについて、別途定

めた取扱期間ごとに集計し、取扱期間におけ
る本マネー取引金額の総額を支払日に本マ
ネー加盟店に対して支払います。

２．本マネー加盟店は、当社に対し、取扱期間にお
ける本マネー取引金額の総額に別途定めた
料率を乗じ、１円に満たない額を切り捨てた金
額を加盟店手数料として支払日に支払いま
す。

３．当社は、本マネー加盟店に対し、取扱期間ごと
に当該取扱期間の本マネー取引金額の総額
ならびにこれに対応する加盟店手数料を書面
または記録媒体、データ伝送にて通知しま
す。

４．本マネー加盟店および当社は、取扱期間の支
払日において、本マネー取引金額と加盟店手
数料を対当額にて相殺し（以下、かかる相殺
後の金額を「精算金」といいます。）ます。

５．当社は、本マネー加盟店に対し、取扱期間にお
ける精算金を取扱期間に対応する支払日に
本マネー加盟店指定の金融機関口座に振込
む方法で支払います。なお、支払日が金融機
関休業日の場合には前営業日に支払うものと
し、振込みに係る手数料は当社が負担しま
す。

６．本マネー加盟店は、当社から第３項に基づく通
知がされた際には、直ちに通知の内容を確認
するものとします。前条第２項にかかわらず、
本マネー加盟店は当該通知を受領した日から
３０日以内に通知の内容について当社に対し
て異議の申出をすることができ、本マネー加
盟店からかかる期間内に異議の申出があっ
た場合は、ただちに本マネー加盟店と当社間
で協議の上、対処するものとします。なお、本
マネー加盟店が通知を受領した日から３０日
以内に異議の申出がない場合には、当社は、
本マネー加盟店が通知の内容を異議なく承認
したものとみなします。

７．前条の規定および第１６条第１項第３号にかか
わらず、本マネー加盟店に故意または重大な
過失がある場合を除き、決済端末またはウェ
ブサイトから本マネーシステムに本マネー取
引データの移転または送信がなされなかった
場合で、当社において決済端末等に保存され
ていた記録により当該本マネー取引に係る本
マネー取引金額の確認ができたときは、当社
は本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引
金額に関して追加の支払を行います。

第１４条（偽造および変造された電子的情報の取扱い
等）

１．本マネー加盟店は、決済端末または本マネー
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システムが受信した本マネーに関する電子的
情報が偽造または変造されたものであること
が判明した場合には、当社にその旨を直ちに
通知するとともに、当該電子的情報の取扱い
については、本マネー加盟店および当社で協
議の上で対処することとします。

２．本マネー加盟店が前項に定める当社への通知
を怠った場合、当社は当該本マネー取引に係
る本マネー取引金額の支払を留保または拒
絶することができるものとし、この場合、当社
は法定利息その他遅延損害金の支払義務を
負いません。また、当社が当該本マネー取引
に係る本マネー取引金額を本マネー加盟店に
対して既に支払済みである場合は、当社は、
本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引に
係る本マネー取引金額相当額の返還を求め
ることができるものとし、翌取扱期間における
精算金から当該本マネー取引に係る本マネー
取引金額相当額を差し引くことができるものと
します。

３．本マネー加盟店が第１項に定める通知を含む
本契約上の義務を遵守した場合には、当社
は、本マネー加盟店に対し、当社が確認する
ことができる本マネー取引金額を限度として、
偽造または変造された電子的情報に係る本マ
ネー取引について金銭による補償を行うもの
とし、当該金額を含めて精算金の支払を行い
ます。ただし、当社が合理的な資料に基づき、
以下の各号の事実のいずれかを証明した場
合には、この限りではありません。
（１）本マネー加盟店または本マネー加盟店

の従業員、その他本マネー加盟店の
業務を行う者が故意または過失によ
り当該偽造または変造に何らかの関
与をした場合

（２）本マネー加盟店が当該電子的情報を受
ける際に当該電子的情報が偽造また
は変造されたものであることを知りつ
つ、または、重大な過失により当該電
子的情報が偽造または変造されたこ
とを知りえなかった場合

４．紛失または盗難された利用者の携帯端末に導
入されたFMアプリが使用された場合、または
偽造または変造された電子的情報による本マ
ネー取引金額が発生した場合、当社が本マ
ネー加盟店に対し、これらの状況等に関する
調査の協力を求めたときには、本マネー加盟
店は誠実に協力するものとします。また、本マ
ネー加盟店は、当社が必要と判断した場合も
しくは本マネー加盟店自らが必要と判断した
場合には、当該本マネー取引が発生した本マ
ネー取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ
当該本マネー取引金額に対する被害届を提
出するものとします。

第１５条（返品等の取扱い）
１．本マネー加盟店は、返品その他の事由により

本マネー取引を解除・取り消す場合、当該本
マネー取引に係る本マネー取引金額相当額
に関し、以下の処理を行うこととします。

（方法）
本マネー加盟店の店頭において、利用
者からFMアプリの提示を受け、第１２条
第１項に基づき当社の指定する本マ
ネーシステムに移転または送信された
当該本マネー取引に係る本マネーの移
転または送信を取り消し、当該本マ
ネー取引に係る本マネー取引金額相当
額を利用者のFMアプリ上に表示される
本マネーの残高に加算する方法
なお、ウェブサイト上で本マネー取引を
行う本マネー加盟店においては、利用
者からFMアプリの提示を受ける代わり
に、本マネー加盟店のウェブサイト上
で、当社が認める方法により利用者本
人を特定する手続を行った上で、上記
の方法により処理を行うものとします。

２．前項の方法による場合、当社は、当該本マネー
取引に係る本マネー取引金額相当額を本マ
ネー加盟店に対して支払う義務を負わず、既
に支払済みである場合は、当社は、本マネー
加盟店に対し、当該本マネー取引に係る本マ
ネー取引金額相当額の返還を求めることがで
きるものとし、翌取扱期間における精算金から
当該本マネー取引に係る本マネー取引金額
相当額を差し引くことができるものとします。本
マネー加盟店は、当社に対して当該本マネー
取引に係る本マネー取引金額に対応する加
盟店手数料の支払義務を負わないものとし、
既に当社に対し、当該加盟店手数料を支払済
みである場合は、翌取扱期間における精算金
に当該加盟店手数料相当額を加算する方法
により当社に返還を請求することができるもの
とします。

第１５条の２（抗弁の主張）
１．利用者が、後払いチャージによって本マネー取

引の全部または一部を支払った場合におい
て、当該後払いチャージに係る本マネーの取
引金額相当額の請求に対し、支払停止の抗
弁を主張したことが判明したときは、本マネ－
の利用代金相当額の当社から本マネー加盟
店に対する支払は、以下のとおりとします。

　　（１）当該本マネーの利用代金相当額が支払前の
場合には、当社は当該利用代金の支払
を留保または拒絶できるものとします。

　　（２）当該本マネー利用代金相当額が支払済の場
合には、本マネー加盟店は当社から請求
あり次第直ちに当該利用代金相当額を返
還するものとします。

　　（３）当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、
本マネー加盟店に当該本マネー利用代
金相当額を支払うものとします。なお、こ
の場合に当社は、法定利息その他遅延
損害金の支払義務を負わないものとしま
す。

　２．本マネー加盟店は、前項の抗弁事由の解消にあ
たり、当社の事前の承諾なく、当該利用者に
対して、利用代金相当額その他の金銭の交付
を行わないものとします。これに反したことによ
り生じる一切の責任は本マネー加盟店の責任
とします。
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第１６条（不正な本マネー取引の処理）
１．本マネー取引が以下の各号のいずれかに該当

することが判明した場合は、当社は本マネー
加盟店に対し、当該本マネー取引に係る本マ
ネー取引金額の支払義務を負わないものとし
ます。ただし、本項第３号に該当する場合で
あっても当社が当該本マネー取引に係る本マ
ネー取引金額の支払を承認したときはこの限
りではないものとします。なお、本マネー加盟
店は、以下の各号のいずれかに該当する場合
であっても、当該本マネー取引に係る本マネー
取引金額に対応する加盟店手数料の支払義
務を負うものとします。

（１）本マネー利用規約に定められた手続に従
わずに行われた本マネー取引である場
合

（２）取扱が禁止されている本マネー取引である
場合（第１０条違反）

（３）第１２条第１項に基づく本マネーの移転また
は送信および受信が行われなかった本マ
ネー取引である場合

２．本マネー取引が前項各号のいずれかに該当す
ることが判明した場合、本マネー加盟店は、直
ちに当該本マネー取引に係る本マネーの移転
または送信を取り消す措置を取るものとしま
す。なお、この場合、当該本マネー取引に係る
本マネー取引金額相当額については、利用者
の本マネーの残高に加算されます。また、当
社が当該本マネー取引に係る本マネー取引
金額を本マネー加盟店に対して既に支払済み
である場合は、当社は、本マネー加盟店に対
し、当該本マネー取引に係る本マネー取引金
額相当額の返還を求めることができるものと
し、翌取扱期間における精算金から当該本マ
ネー取引に係る本マネー取引金額相当額を
差し引くことができるものとします。

３．本マネー取引が第１項各号のいずれかに該当
することが判明した場合、本マネー加盟店は、
直ちにその旨を当社に対して報告するととも
に、遅滞なく、その是正および再発防止のた
めに必要な調査を実施するものとします。本
マネー加盟店は、当該調査の結果に基づき、
適切な是正および再発防止策を講じ、これを
当社に報告の上、実施するものとします。

４．本マネー取引が第１項各号のいずれかに該当
する可能性があると当社が認めた場合、当社
は、調査が完了するまで当該本マネー取引に
係る本マネー取引金額の支払を拒絶すること
ができるものとし、この場合、当社は法定利息
その他遅延損害金の支払義務を負わないも
のとします。また、本マネ―加盟店が前項に
定める報告を怠り、必要な調査を実施せず、
または当社が協力等を求めたにもかかわらず
これを拒絶した場合にも、当社は当該本マ
ネー取引に係る本マネー取引金額の支払を
拒絶することができるものとし、法定利息その
他遅延損害金の支払義務を負わないものとし
ます。

５．前項の調査開始より３０日を経過しても第１項
各号のいずれかに該当する可能性が解消し

ない場合には、当社は、当該本マネー取引に
係る本マネー取引金額の支払義務を負わな
いものとします。

６．前項の場合においても本マネー加盟店および
当社は調査を続けることができるものとし、当
該調査の結果、当社が当該本マネー取引に
係る本マネー取引金額の支払を相当と認めた
場合には、当社は本マネー加盟店に対し、当
該本マネー取引金額に関して追加の支払を
行うものとします。

第１６条の２（決済用番号の適切な管理等）
　１．本マネー加盟店は、本マネー取引に必要がある

場合その他正当な理由がある場合を除き、決
済用番号（割賦販売法に定義される「クレジッ
トカード番号等」として、加盟店が取扱う本マ
ネーの利用方法ごとに当社が指定する番号、
記号、符号その他の情報をいいます。）を取り
扱ってはならないものとします。

２．本マネー加盟店は、割賦販売法その他の法令に
従い、決済用番号の適切な管理のために必要な
措置を講じるものとし、かつ、決済用番号につ
き、その漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい
等」といいます。）を防止するため、善良なる管理
者の注意をもって取り扱わなければならないもの
とします。

３．技術の発展、社会環境の変化その他の事由によ
り、本マネーシステムが割賦販売法により求めら
れる措置に該当しないおそれがあるとき、その他
決済用番号の漏えい等のために特に必要があ
ると当社が判断し、本マネー加盟店に対し本マ
ネーシステムまたは決済用番号の管理の方法の
変更を指示した場合、本マネー加盟店は当該指
示に従うものとします。

４．本マネー加盟店は、決済用番号が漏えい等また
はそのおそれが生じた場合には直ちに当社に通
知し、また、当社の指示のもと、当社と協力して
遅滞なく以下に掲げる措置を講じるほか、当社に
対し、随時、調査結果等の報告を行うものとしま
す。また、本マネー加盟店は、当社の指示があっ
た場合には、直ちに、決済用番号その他これに
関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止
するために必要な措置を講じるものとします。

（１）決済用番号の漏えい等の有無を調査すること
（２）前号の調査の結果、漏えい等が確認されたと

きには、その発生期間、影響範囲その他の
事実関係（漏えい、滅失または毀損の対象
となった決済用番号の特定を含みます。）お
よび発生原因を調査すること

（３）前２号の調査結果を踏まえ、二次被害および
再発の防止のために必要かつ適切な内容
の計画を策定し実行すること

（４）漏えい等の事実および二次被害防止のための
対応について、必要に応じて公表しまたは
影響を受ける利用者に対してその旨を通知
すること

第１７条（届出事項等）
１．本マネー加盟店は、当社に届け出た商号、代

表者、所在地、本マネー取扱店舗（ウェブサイ
トを含みます。）、振込指定金融機関口座その
他本契約締結時に当社に届け出た事項に変
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更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るも
のとします。

２．前項の届出がないために、当社からの通知ま
たは送付書類、精算金等が延着し、または到
着しなかった場合には、通常到着すべき時に
本マネー加盟店に到着したものとみなすもの
とし、延着または未到着によって本マネー加
盟店に生じた損害について、当社は一切の責
を負いません。

第１８条（地位の譲渡等）
１．本マネー加盟店は、本契約上の地位を第三者

に譲渡することができません。
２．本マネー加盟店は、当社に対する債権を第三

者に譲渡および質入れその他の担保設定等
の処分をしてはならないものとします。

第１９条（情報の開示）
本マネー加盟店は、当社が公的機関等から法令等
に基づく開示要求を受けたとき、第１７条第１項に
基づく届出事項その他本マネー取引に関する情報
を開示する場合があることを予め承諾します。

第２０条（守秘義務）
１．本マネー加盟店は、適用法令もしくは行政官庁

の命令、指示あるいは証券取引所の諸規則
に基づき開示が必要とされる場合を除き、本
契約の締結および履行に際して知り得た本マ
ネーに関する一切の情報（決済端末等の規格
等事業に関する情報、利用者に関する情報お
よび本マネーの技術上または営業上の機密
を含むがこれらに限られません。以下、本条
において「機密情報」という。）を機密として保
持し、本契約以外の目的に使用し、または第
三者に開示しまたは漏えいしてはならないも
のとします。

２．前項の規定にかかわらず、機密情報が以下の
各号のいずれかに該当する場合、本マネー加
盟店は機密保持義務を負わない。
（１）本契約締結時点において既に公知となっ
ていた情報
（２）本契約締結後に本マネー加盟店の義務
違反によらずして公知となった情報
（３）本契約締結後に本マネー加盟店が機密
情報に基づかず独自に取得した情報
（４）本契約締結後に正当な権限を有する第

三者から本マネー加盟店が機密保持
義務を負うことなく入手した情報

　３．本マネー加盟店は、第６条第２項の規定に基づ
き本契約に基づいて行う業務の一部または全
部を第三者に委託する場合、本条に定める機
密保持義務を当該委託先に周知し、かつ必要
な管理を行うこととします。なお、当該委託先
が本規約等に定める事項に違反した場合で
あっても、本マネー加盟店は本規約等に定め
る責を免責されません。

４．本条の規定は、本契約終了後も効力を有しま
す。

第２１条（契約期間）
本契約の有効期間は、第３条第２項に基づく本契
約の成立日から別途当社が定めて本マネー加盟

店に通知した日までとします。ただし、期間満了の
３ヶ月前までに、本マネー加盟店または当社のい
ずれからも書面による解約の意思表示がない場合
には、本契約は期間満了の日の翌日からさらに１
年間延長されるものとし、以降も同様とします。

第２２条（解約）
本マネー加盟店または当社は、書面による３カ月
以上の予告期間をもって相手方に通知することに
より、本契約を解約できるものとします。

第２３条（契約解除）
１．当社は、本マネー加盟店が以下の各号のいず

れかに該当するに至ったときは、何らの通知、
催告を要することなく本契約を直ちに解除する
ことができるものとし、これにより損害が生じた
ときは、相手方にその賠償を請求することが
できるものとします。
（１）本規約等に違反したとき
（２）営業に免許もしくは登録を要する場合

に、監督官庁からこれらの取り消し処
分を受けたとき

（３）自ら振出または裏書した手形、小切手が
不渡りとなったとき

（４）強制執行、競売の申立て、保全処分また
は滞納処分等を受けたとき

（５）破産手続、民事再生手続または会社更
生手続開始の申立てを受け、または
自ら行ったとき

（６）前三号のほか信用状態に重大な変化が
生じたと判断されたとき

（７）合併によらず解散したとき
（８）合併、解散、減資または事業の全部若し

くは重要な一部の譲渡の決議があっ
たとき

（９）前各号に掲げる事由があると合理的に
判断されるとき

２．当社は、本マネー加盟店が以下の各号のいず
れかに該当するに至ったときは、何らの通知
催告を要することなく本契約を直ちに解除する
ことができるものとし、これにより損害が生じた
ときは、本マネー加盟店にその賠償を請求す
ることができるものとします。
（１）本契約の申し込みにあたり、虚偽の申請

をしたとき
（２）本マネーサービスを悪用していることが

判明したとき
（３）資金決済法において加盟店が取り扱っ

てはならないと定められている公序良
俗に反するまたは公序良俗に反する
おそれのある商品等を本マネー加盟
店が取り扱っていると当社が判断した
とき

（４）本マネー加盟店が割賦販売法、特定商
取引に関する法律、消費者契約法等
の法令に違反していることが判明した
とき

（５）第８条に定める手続によらずに本マネー
取引を行ったとき

（６）第９条第３項に定める当社の調査に対し
協力を行わないとき

（７）第１５条の２第１項第２号の規定に違反し
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て返還等に応じないとき
（８）第１６条第３項および第１７条に違反し

て、調査および報告ならびに届出をし
ないとき

（９）法令もしくは公序良俗に違反するなど監
督官庁から改善指導・行政処分等を
受けるまたは受けるおそれのある行
為をしたとき

（１０）本マネー取引にかかる商品、サービス
もしくは販売方法等、利用者からの苦
情等その他の事由により、本マネー
サービスにかかる当事者として不適
当であると当社が判断したとき

第２４条（契約終了後の措置）
１．前３条により本契約が終了した場合でも、契約

終了日までに行われた本マネー取引は有効
に存続するものとし、本マネー加盟店および
当社は、当該本マネー取引を本規約等に従い
取扱います。ただし、当社が別途指定した場
合はこの限りではありません。

２．本契約が終了した場合には、本マネー加盟店
は、ただちに、決済端末について、本マネー取
引の中止措置を施し、その他当社の指示に従
い必要な措置を施すものとします。

３．本契約が終了した場合には、本マネー加盟店
は、本マネー、本マネーサービスまたは本マ
ネーシステムに関する商標（FamiPayのロゴ
マークを含むが、これに限られない。）、特許
その他の知的財産権およびこれに準ずるノウ
ハウ等の使用をただちに中止することとし、当
社の指示に従い、商標等を用いた販促物の
返還その他必要な措置を施すものとします。

第２５条（損害賠償）
本契約に基づく業務を行うにあたり本マネー加盟
店および当社が故意または過失により相手方に損
害を与えた場合は、相手方に生じた損害（逸失利
益、機会損失は除く）を賠償する責任を負います。

第２６条（反社会的勢力の排除）
１．本マネー加盟店は、以下の各号に定める事項

を表明し、現在かつ将来にわたって保証す
る。また、本マネー加盟店は本マネー加盟店
の親会社ならびに子会社等の関連会社（以下
「関連会社」といいます。）についても以下の各
号に定める事項を現在かつ将来にわたって保
証するものとし、この場合「自己」を「関連会
社」と読み替えるものとします。
（１）自己および自己の役員ならびに重要な

地位の使用人またはこれらに準ずる
顧問等（以下「役員等」という）が反社
会的勢力（平成19年6月19日付犯罪
対策閣僚会議発表の『企業が反社会
的勢力による被害を防止するための
指針』に定義する「反社会的勢力」を
いいます。以下同じ）でないこと、また
反社会的勢力でなかったこと

（２）自己および自己の役員等が、自己の不
当な利得その他目的の如何を問わ
ず、反社会的勢力の威力等を利用し
ないこと

（３）自己および自己の役員等が反社会的勢
力に対して資金を提供するなど、反社
会的勢力の維持運営に協力しないこ
と

（４）自己および自己の役員等が反社会的勢
力と社会的に非難されるべき関係を
有しないこと

（５）自己および自己の役員等が自らまたは
第三者を利用して相手方に対し暴力
的な要求行為をしないことおよび法的
な責任の範囲を超えて、不当な要求、
相手方の名誉や信用の毀損または相
手方の業務を妨害しないこと

（６）本契約に基づいて行う業務の一部また
は全部を反社会的勢力に該当する者
に行わせないこと

２．本マネー加盟店は、前項各号に違反する事実
が判明した場合には、当社に直ちに通知する
こととします。

３．当社は、本マネー加盟店が本条の規定に違反
している疑いがあると認めた場合、当該事項
に関する報告を求めることができるものとし、
本マネー加盟店は報告を求められた場合、合
理的な期間内に当該事項に関する報告を行う
こととします。また、当社は、本マネー加盟店
が本条の規定に違反している疑いがあると認
めた場合、何らの通知催告を要することなく、
精算金の支払を留保できるものとし、この場
合、当社は法定利息その他遅延損害金の支
払義務を負わないものとします。

４．当社は、本マネー加盟店が本条の規定に違反
していることが判明した場合は、何らの通知催
告を要することなく、直ちに本契約を解除する
ことができるものとします。この場合、当社は、
本契約を解除するか否かにかかわらず、精算
金の支払を拒絶することができることとしま
す。

５．当社は、本マネー加盟店が本条の規定に違反
したことにより損害を被った場合、前項に基づ
き本契約を解除するか否かにかかわらず、本
マネー加盟店に対し当該損害の賠償を請求
することができるものとします。なお、当社は、
前項の規定に基づき本契約を解除したことに
より本マネー加盟店に生じた損害について
は、一切賠償する責任を負いません。

第２７条（本規約等の変更）
当社は、当社所定の方法により、あらかじめ相当
期間をもって加盟店に対して変更内容および効力
発生日を告知することにより、本規約等を変更する
ことができるものとします。この場合、当該効力発
生日をもって、本規約等は変更されたものとしま
す。

第２８条（準拠法および合意管轄裁判所）
本契約に関する準拠法は、全て日本法とし、本マ
ネー加盟店と当社の間で紛争が生じたときは、東
京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所
とします。

第２９条（協議事項）
　本規約等に定めのない事項ならびに解釈上の疑義
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が生じたときは、本マネー加盟店当社双方協議の
うえ、誠意をもって協議し円満に解決を図るものとし
ます。

【加盟店情報の取扱いに関する同意条項】
第１条（加盟店情報の取扱いに関する同意）
　１．加盟店およびその代表者ならびに新規加盟店希

望者およびその代表者 (以下、これらを総称し
て「加盟店」といいます。)は、当社が本規約第
３条に定める審査（以下「加盟審査」といいま
す。）、加盟店契約締結後の調査、加盟店に対
する指導や加盟店契約継続にかかる審査の
ほか、当社の業務、商品開発もしくは市場調
査または商品の宣伝、勧誘のために、加盟店
にかかる次の情報（以下、これらの情報を総
称して「加盟店情報」といいます。）を当社が取
得し、利用することに同意します。

(１)加盟店の商号（名称）、所在地、電子メール
アドレス、郵便番号、電話（ＦＡＸ）番号、 Ｕ
ＲＬ、法人番号、代表者の氏名、性別、住
所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店
が加盟申込時および変更届出時に届出た
情報

(２)加盟店契約の申込日、加盟店契約日、加盟店
契約終了日および加盟店と当社との取引に
関する情報

(３)加盟店のカードの取扱状況（他社カードを含
みます。）に関する情報

　(４)当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支
払状況、支払履歴等に関する情報

(５)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載
事項に関する情報

　(６)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適
正な方法により取得した登記簿謄本、住民
票、納税証明書等の記載事項に関する情
報

　 (７)官報、電話帳、住宅地図等において公開されて
いる加盟店に関する情報

(８)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表
した加盟店に関する情報および当該内容に
ついて当社が調査して得た情報

(９)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開
始その他の倒産手続開始の申し立てその他
の加盟店に関する信用情報

２．当社は、契約が不成立だった場合および加盟
店契約の終了後も前項に定めるとおり、加盟
店情報を利用する場合があります。

第２条（加盟店情報交換センターへの報告・共同利用
の同意）

１．加盟店は、本規約（申込みを含みます。）に基
づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当
社の加盟する加盟店情報交換センター（以下
「センター」といいます。）に報告されること、な
らびにセンターに報告された情報（既に報告さ
れている情報を含みます。）が、加盟店に関す
る加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に
対する措置および取引継続にかかる審査の
ため、当該センターの会員によって利用される
ことに同意するものとします。 なお、当社が現
時点で加盟するセンターは下記の通りであり、
その後、変更追加された場合には、当該変更
追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と

認める方法で公表することにより、本規約にお
けるセンターとして追加変更されるものとしま
す。

２．加盟店は、当社の加盟するセンターに登録され
ている加盟店に関する情報を、当社が、加盟
審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する
措置および取引継続にかかる審査のために
利用することについて同意するものとします。

３．加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社
の加盟するセンターを通じて、当該センターの
会員に提供され、第１項記載の目的で利用さ
れることに同意するものとします。

４．加盟店は、客観的事実に関する情報が、下記
で定める共同利用の目的、共同利用する情報
の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟す
るセンターの会員相互によって共同利用され
ることに同意するものとします。

センター
の名称

一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター(ＪＤＭセン
ター)

センター
の住所

〒１０３－００１６
東京都中央区日本橋小網町１４－１
住生日本橋小網町ビル

センター
の電話番
号

０３－５６４３－００１１

センター
のホーム
ページ

http://www.j-credit.or.jp

共同利用
の目的

割賦販売法に規定される認定割賦販
売協会の業務として運用される加盟
店情報交換制度において、加盟店に
よる利用者等の保護に欠ける行為
（その疑いがある行為および当該行
為に該当するかどうか判断が困難な
行為を含みます。）に関する情報およ
び利用者等を保護するために必要な
加盟店に関する情報ならびに決済用
番号（クレジットカード番号等）の適切
な管理等に支障を及ぼす加盟店の行
為に関する情報および決済用番号
（クレジットカード番号等）の適切な管
理等に必要な加盟店に関する情報
を、当社がセンターに報告することお
よび会員に提供され共同利用するこ
とにより、会員の加盟店契約時また
は途上の審査の精度向上を図り、悪
質加盟店の排除をするとともにクレ
ジットカード番号等の適切な管理等を
推進し、クレジット取引の健全な発展
と消費者保護に資すること。

共同利用
する情報
の内容

①包括信用購入あっせん取引または
個別信用購入あっせん取引におけ
る、当該加盟店等に係る苦情処理の
ために必要な調査の事実および事由
②包括信用購入あっせん取引または
個別信用購入あっせんに係る業務に
関し利用者等の保護に欠ける行為を
したことを理由として包括信用購入
あっせんまたは個別信用購入あっせ
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んに係る契約を解除した事実および
事由
③クレジットカード等取扱契約におけ
る、当該加盟店等による決済用番号
（クレジットカード番号等）の適切な管
理等を図るために必要な調査の事実
および事由
④クレジットカード番号等取扱契約に
おける、当該加盟店等による決済用
番号（クレジットカード番号等）の適切
な管理等のための措置が、割賦販売
法に定める基準に適合せず、または
適合しないおそれがあると認めて当
該加盟店に対して行った措置（クレ
ジットカード番号等取扱契約の解除を
含みます。）の事実および事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該
当したもの（該当すると疑われるまた
は該当するかどうか判断できないも
のを含みます。）に係る、会員・利用
者等に不当な損害を与える行為に関
する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限りま
せん)から会員に申出のあった内容お
よび当該内容のうち、利用者等の保
護に欠ける行為であると判断した情
報（当該行為と疑われる情報および
当該行為が行われたかどうか判断す
ることが困難な情報を含みます。）
⑦加盟店が行った決済用番号（クレ
ジットカード番号等）の管理等に支障
を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内
容(特定商取引に関する法律等につ
いて違反または違反するおそれがあ
るとして、公表された情報等)につい
て、センターが収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける
行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏
名、住所、電話番号および生年月日
（法人の場合は、名称、住所、電話番
号、法人番号ならびに代表者の氏名
および生年月日）。ただし、上記⑥の
情報のうち、当該行為が行われたか
どうか判断することが困難な情報に
ついては、氏名および生年月日（法人
の場合は、代表者の氏名および生年
月日）を除く。

共同利用
の範囲

一般社団法人日本クレジット協会会
員であり、かつ、センターの会員であ
る、包括信用購入あっせん業者、個
別信用購入あっせん業者、クレジット
カード番号等取扱契約締結事業者お
よびセンター（センター会員はセン
ターのホームページに掲載していま
す。）

保有され
る期間

登録日（上記③および⑦にあっては、
当該情報に対応する④の措置の完
了または本規約解除の登録日）から
5 年を超えない期間

制度に関
するお問
合わせ先
および開
示の手続

加盟店情報交換制度に関するお問合
わせおよび開示の手続については、
ＪＤＭセンターまでお申出ください。

共同利用
責任者

一般社団法人日本クレジット協会 加
盟店情報交換センター(JDMセンター)
代表理事:松井 哲夫

以上
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